
資料1

子ども・子育て関連3法について

　　　　平成25年4月

内閣府・文部科学省・厚生労働省



子育てをめぐる現状と課題について

○急速な少子化の進行　　（平成23年合計特殊出生率1，39）

○結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状

　・独身男女の約9割が結婚意思を持っており、

　　希望子ども数も2人以上。

　・家族、地域、雇用など子ども・子育てを

　　取り巻く環境が変化。

O子ども・子育て支援が質・量ともに不足

　・家族関係社会支出の対G　D　P比の低さ

　　（日：1．04％、仏：3．00％、英：3，27％、スウェーデン：3，35％）

○子育ての孤立感と負担感の増加

○深刻な待機児童問題

○放課後児童クラブの不足「小1の壁」

OM字カーブ（30歳代で低い女性の労働力率）

○質の高い幼児期の学校教育の振興の重要性

O子育て支援の制度・財源の縦割り

○地域の実情に応じた提供対策が不十分

質の高い幼児期の学校教育、

保育の総合的な提供
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地域の子ども・子育て支援の
充実

※「学校教育」とは、学校教育法に位置づけられる小学校就学前の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、「保育」とは児童福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。
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子ども・子育て関連3法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント

◆3法の趣旨
自公民3党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認

識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

◆主なポイント　　　　　　　爾礎
O認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（『施設型給付』）　　　　　　セゆ

　及び小規模保育等への給付（r地域型保育給付」）の創設

　＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

　　確保に対応

O認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

　・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

　・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

　・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ　　（株式会社等の参入は不可）

’認定こども園の財政措置を「施設型給付』に一本化

O地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、

　放課後児童クラブなどのr地域子ども・子育て支援事業』　）の充実
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幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み

O基礎自治体（市町村）が実施主体
・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施

・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

O社会全体による費用負担
・消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

　　（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げに

　　より確保する0．7兆円程度を含めて1兆円超程度の追加財源が必要）

O政府の推進体制
・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）

O子ども・子育て会議の設置
・国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、

　子育て支援当事者等（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者）が、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして．・．一～

　子ども・子育て会議を設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　’馨
・市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務
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子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像
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1’利用者支援・地域子育て支援拠点事業・　li

』1一時預かり・乳児家庭全戸訪問事業等　1…

1（対象事業の範囲は法定）　　li
，1※都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ副
i．迷．壁亜監塑岱製壁杢轡立亟搬二、1墾9塑覇．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．＿．＿．．．．一．．．＿．一．．＿．．．．．．。．．＿1
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子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ）

子ども・子育て家庭の状況及び需要

／　／
（（
＼

／稲3歳以上の子どもを持つ、

保育を^購羅で子育
（子ども・子育てのニーズ）

　学校教育＋子育て支援

ピ
満3歳以上の子どもを持つ、

　　保育を利用する家庭
（子ども・子育てのニーズ）

学校教育＋保育＋放課後児童ク
ラブ＋子育て支援

満3歳未満の子どもを持つ、

　　保育を利用する家庭

（子ども・子育てのニーズ）

　保育＋子育て支援

　　3歳未満の子どもを持つ、

　保育を利用せず家庭で子育
　　　　てを行う家庭
　　（子ども・子育てのニーズ）

＼　　子育て支援　　　　　　　／

＼
．／

需要 調査・把握

市町村子ども・子育て支援事業計画

計　的な　備

子どものための教育・保育給付

（ 認定こども園、幼稚園、保育所＝施設型給付の対象※
小規模保育事縮　　　地域型保育給付
窟毫霧魑論叢粟者＝対象※

　事業所内保育事業者

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応）
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　　　　　　　　　子ども・子育て支援法

～團定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援

　　　　　　　　　　　のための仕組み～

施設型給付 一一”一一一榊一一一一一一一一一岬一一一一一甲ロー一一一一一一噛岬山一一一一疇響齢一一一一一一一一一一一一一一鼎一一一一顧馳御一軸一一鴨一一一一甲一一聯一聯一一軸一一一一軸一一r A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜

幼稚園

3～5歳

保育所

0～5歳

※私立保育所については、児童福祉法第24
担うことに基づく措置として、委託費を支弁

により　町村力保育の実施義　を

’

地域型保育給付

輔』榊一一騨

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
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　　　　　　　　　　　　　　　　　認定こども国法の改正について

　（新たな「幼保連携型認定こども園」）

　　・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進

　　・設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ（株式会社等の参入は不可）

○財政措置は、既存3類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化

、　→消費税を含む安定的な財源を確保
し

グ○認定こども園法の改正により、「学校及ぴ児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設

　　　型

ノ

保連携型
（486件）

※設置主体は国、自

治体、学校法人、社

会福祉法人のみ

幼稚園型

保育所
（児童福祉施設）

O幼稚園は学校教育法に基づく認可

O保育所は児童福祉法に基づく認可
Oそれぞれの法体系に基づく指導監督

O幼稚園・保育所それぞれの財政措置

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ

　（273件）

保育

機能

保育所型　　　　　　　幼稚園
　　（122件）　　　　　　　　　　　　　機能

※設置主体制限なし

方裁量型　　輝機
　　（30件）　　　　　　　　　　育所機能

※設置主体制限なし
（認定こども園の合計件数は911件（平成24年4月時点））

保育所
児童福祉施設）

⇒

”⇒

O改正認定こども園法に基づく単一の

　認可

O指導監督の一本化
O財政措置は「施設型給付」で一本化

※設置主体は国、自治体、学校法人、

　社会福祉法人のみ

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨

［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

：O施設体系は、現行どおり　　：
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陰
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ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

l　O財政措置は「施設型給付」　：
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1で一本化　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

L＿一＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿一一欄＿＿＿輯一＿＿輔一一＿＿一一』
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新たな幼保連携型認定こども園

O学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とする。
　※ここで言う「学校教育』とは、現行の学校教育法に位置付けられる小学校就学前の満3歳以上の子どもを対象とする教育（幼児期の学校教育）を言い、

　　「保育』とは児童福祉法に位置付けられる乳幼児を対象とした保育を言う。以下同じ。
　iデー満百歳］以王兜iφ蔓天れi菱義li覇府砿「標輩的な教育蒔1商あ1學稜教育を提供♂一一”“”一””一一一””一一一”””一一一””””””i

　：　また、保育を必要とする子どもには、学校教育に加え、保護者の就労時間等に応じて保育を提供。　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　lイ保育を必要とする満3歳未満児については、保護者の就労時間等に応じて保育を提供。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　1來一満も1歳果満児の受入れぱ義務付仔なFがて満3歳未満児6受ス繊含めτ幼保連携型認定こども園の普及を促進する♂”一”””“”””一層■

O学校教育、児童福祉及び社会福祉の法体系において、学校．児童福祉施設及び第2種社会福祉事業とし

　て位置づける。
　※幼保連携型認定こども園は、幼稚園と同様に、小学校就学前の学校教育を行う学校であることを明確にする。

　※幼保連携型認定こども園は、小学校就学前の学校として、小学校教育との連携・接続が必要であることについて明確にする。

O幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。（既存の

　　幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。）

　　　　　　　　　現行制度

！一 c稚園の認可
・’

@　　　　　　　　標準時間
：
し

1　満3歳以上
1　　　　　　　　　学校教育
：
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，保育所の認可
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：
し
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：

：
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、
￥
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保育（堤童福祉）

保育（垢童楕抵）

新制度

、’ c保連携型認定こども園の認可　　・一一一一一、
〆
肚　　　　　　　　　　保育を必要と　　　　　　　保育を必要と

：　　　　　　　　　しない　　　　　　　　する
：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育し

：満3歳以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童福祉》
薩

l

I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育　　　　　　　　　学校教育1

重

量

1

1

ロ

：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保育1満3歳未満
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童福祉）
監

～
、
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1．基本指針の法的位置づけ

　（子ども・子育て支援法第60条）
O内閣総理大臣は、基本指針を定めようとするときは、子ども・子育て会議の意見を聴くこととされている・

9．．．蓋杢指鰍盈主蕉匹寮．佳搭エ魚盤藁巳乳．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿＿、一＿＿＿一．一一＿＿一＿＿一．＿＿．．＿＿＿、。一＿＿、≡

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

i◎　ど　・　　て　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

iσ　亀の　昌面の　　　　　　　　　　　　　　　　　≡■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口・すべての都道府県、市町村が事業計画を作成。（計画期間5年間）
　一〉限られた期間（平成26年度前半までに計画案を取りまとめることが必要）の中で、関係者の参画の下、

　　住民の意向の把握、計画の検討、作成などの一連の作業を行うことが必要・

＜参考＞計画策定のスケジュール

　　　平成25年夏　基本指針案の提示
　　　　　→平成25年夏以降～

平成26年度前半
　　　　　後半～
平成27年4月（予定）

　　　　の　示

市町村において利用希望の調査を実施

都道府県計画、市町村計画の作成
都道府県計画案、市町村計画案のとりまとめ
認可・確認等の事前準備【計画案に基づく需給調整】

子ども・子育て支援新制度本格施行

　　　　　との
・子ども・子育て支援新制度は、

　　・ワーク・ライフ・バランスと車の両輪。

　　・児童相談所等の関連する専門機関との連携が不可欠・

1α　　に

　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　口　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　口　　　　　　　　　口　　　　　　　　　●　　　　　　　　　口　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　o　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　噂　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　ロ
　　　　　　　　　コ
地方版子ども・子育て1

　　　　　　　　　ロ会議の意見を　　　≡
　　　　　　　　　ロ聴きながら検討。　　≡
　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　：

一〉これらの点にも留意した計画作成が必要。1
＝

＝

＝

＝

：

＝

＝

i．＿一．．1＿．．1ロー．＿．．1．．1＿＿＿．ロー．．＿．＿鱈一一．1．．．．．＿置1．一．．＿嘲＿．．＿＿＿一＿…・一一一一……5………………一・……………一・・…・……・…一・…畢…・・し一
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2．市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ①

○市町村子ども・子育て支援事業計画は、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援についての需給計画。（新制度の実施主体として、全市町村で作成・）

子ども・子育て家庭の状況及び需要

、3歳以上の子どもを持つ、

　　保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭

　（子ども・子育ての利用希望）

　　当校教育＋子育て

満3歳以上の子どもを持つ、

　　保育を利用する家庭
（子ども・子育ての利用希望）

学校教育＋保育＋放課後児童ク鞠

　　　　育て

満3歳未満の子どもを持つ、

　保育を利用する家庭

　（子ども・子育ての利用希望）

　　育＋子育て支援

満3歳未満の子どもを持つ、

　　保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭

　（子ども・子育ての利用希望）

需要の調査・把 在の和　・’況＋利用希望）

　　　　市町村子ども・子育て支援事業計画（5か年計画）

　　　　　　　　幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、
「量の見込み』（現在の利用状況＋利用希望）、「確保方策』（確保の内容＋実施時期）を記載。

計　的な　備

子どものための教育・保育給付

認定こども園、幼稚園、保育所＝施設型給付の対象※
　　　　　＊私立保育所については、委託費を支弁

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応）

地域型保育給付
の対象※

地域子ども・子育て支援 ※対象事彙の範囲は法定

・地域子育て支援拠点事業

・一棊aかり
・乳児家庭全戸訪問事彙等

・病児・病後児保育
放課後

児童クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
※施設型給付・地域型保育給付の対象は、総可や認定を受けた施設・事業者の中から、市町村の確認を受けたもの



2．市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ②

○市町村子ども・子育て支援事業計画には、基本的記載事項として、幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援について、市町村が定める区域ごとに、5年間の計画期間における「量の

見込み」「確保の内容」「実施時期」を記載。
○あわせて、任意的記載事項として、都道府県が行う専門的な知識・技能を要する社会的養護等

に係る支援との連携やワーク・ライフ・バランスに係る施策との連携等についても記載・

【市町村子ども・子育て支援事業計画記載事項】（子ども・子育て支援法第61条第2項・第3項）

＜必須記載事項＞
○区域の設定（第2項第1号）
O各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み、実施しようとする幼児期の

　　学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期（第2項第1号）
○地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の

　　提供体制の確保の内容及びその実施時期　（第2項第2号）
○幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保

　　の内容　（第2項第3号）

＜任意記載事項＞
O産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保

　　（第3項第1号）
○子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

　　（第3項第2号）
○労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備

　　に関する施策との連携　（第3項第3号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11



2．市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージ③

○市町村子ども・子育て支援事業計画のポイソトー「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」

＜量の見込み＞
　・幼児期の学校教育・保育・地域子ども・子育て支援事業について、「現在の利用状況＋利一月壷望」を踏まえて

　記載（参酌標準）。
　　　　一〉住民の利用希望の把握が前提。（子ども・子育て支援法第61条第4項）

＜確保の内容・実施時期＞
　・幼児期の学校教育・保育について、施設（認定こども園、幼稚園、保育所）、地域型保育事業による確保の状況を記載。

　・量の見込みとの差がある場合には、施設・地域型保育事業の整備が必要。・

　　　（例）平成27年度に地域型保静業（5・人分）を整備・平成28年度に施設（100人分）を整備

　、地域子ども・子育て支援事業についても同様に、確保の状況を記載。また量の見込みとの差がある場合には・

　　事業の整備が必要。

　　　口

○幼児期の学校教育・保育

　く量の見込み＞

○教育のみ＜1号＞
O保育の必要性あり（3－5歳）＜2号＞
O保育の必要性あり（0－2歳）＜3号＞

＜確保の内容・実施時期＞

○施設（認定こども園、幼稚園）で確保

O施設（認定こども園、保育所）で確保
○施設（認定こども園、保育所）、地域型保育事業で確保

じ　ロ　じ　ウ　ぴ　ロ　ロ　ロ　　　ほ　ド　ロ　　　じ　ロ

i不足が　i
iある場合i
iは整備　i

○地域子ども・子育て支援事業
※上記のほか、人口減少地域などでは、上記以外の事業による確保も可能。
　例）「保育の必要性あり（3－5歳）＜2号＞」→地域型保育事業で確保

利用者支援・地域子育て支援拠点事業・一時　　　　　　　　　　　　　　　　確保の内容、　「示達ゐギーi
預かり事業・乳児家庭全戸訪問事業・ファミリー @　　　　量の見込み　く二二＃＞　実施時期　　　iある場合i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（O年度にO人分）サポートセンター事業・延長保育事業・病児保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iは整備　：
育事業、放課後児童健全育成事業等（13事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L＿一＿一一＿一

〇認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の推進方策に係る事項

○産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の聾保
O子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行っ施策との連携

○労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携
2



（市町村等における合議制の機関）
第七十七条市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機

　関を置くよう努めるものとする。
　一　特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

　二特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

　三市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

　四当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当

　　該施策の実施状況を調査審議すること。

2前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情

　を十分に踏まえなければならない。

3前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定

　める。

4都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く

　よう努めるものとする。
　一　都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。

　二当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び

　　当該施策の実施状況を調査審議すること。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
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